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別紙３ 農業研修教育の取組

都道府県の農業者研修教育施設は当該都道府県が条例で定めるところにより設置し、○○県

農業大学校等その目的にふさわしい名称とする。

長期の研修教育を行う養成課程を置くほか、養成課程の卒業者等に対し、より高度の研修教

育を行う研究課程及び農業の担い手に対し農業の技術及び経営方法の発展段階に応じて当該技

術及び経営方法に関する専門的かつ体系的な再教育を行う観点から短期の研修教育を行う研修

課程を置く。研究課程にあっては経営環境の変化に迅速に対応するために必要な高度の経営管

理能力等を養成し、研修課程にあっては、農業の技術及び経営方法の発展段階に応じて農業の

担い手が必要とする能力をその生涯を通じて養成することを目標とし、養成課程、研究課程及

び研修課程相互の密接な関連の下に研修教育を行う。

１ 養成課程

（１）入学資格、研修教育の期間及び入学定員

① 入学資格を有する者は、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む ）を卒業した者。

又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者とする。

② 研修教育の期間は２年とする。なお、必要がある場合は研修教育期間を１年とする養

成課程を併設する。

③ 入学定員は、当該都道府県の農業事情等を考慮して定める。

（２）専門区分及び専攻コースの設置

当該都道府県の農業事情等に応じて、専門区分を設けるとともに、さらに必要に応じて

専攻コースを設ける。

（３）研修教育の方法

① 科目

別表１を参考に当該都道府県の農業事情等を考慮して定める。なお、農業に関する科

目については、実習、講義等を適切に組み合わせて、理論と実践とがかい離しないよう

留意する。

② 実習のねらい

学生の意欲及び創意を生かすような計画の下、体系的に実施するとともに、学生の問

題意識をとらえ、課題解決の能力を養うよう適切な指導助言を行う。

③ 講義等のねらい

ア 技術及び経営の基礎的な学理の習得及び応用能力を養成する。

イ 農業及び農村に関する広い視野及び判断力並びに自学自習の態度を養成する。

ウ プロジェクト学習等を通じて、調査、研究の結果及び当該結果についての知見をま

とめ発表する能力を養成する。

④ 養成課程の履修時間、その時間の割合等

ア 履修時間：２年間の合計が2400時間以上又は80単位以上

イ 時間の割合

講義･実験･演習：おおむね50パーセント

実 習：おおむね50パーセント

ウ 単位の計算

1単位当たりの学修時間は、講義及び演習については15時間から30時間までの、実

験及び実習については30時間から45時間までの範囲内で、当該県の農業事情等に配慮
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して定める。

⑤ 就農への誘導対策の強化

学生の就農意欲の向上を図るとともに、普及指導員及び地域の関係機関との連携を一

層密にし、人材情報と就農関係の情報の交換等により就農への誘導対策を強化する。

⑥ 全寮制

教育上必要な場合、研修教育の期間の全部又は一部の期間、全寮制の下で研修教育を

行う。

２ 研究課程

（１）入学資格、研修教育の期間及び入学定員

① 入学資格を有する者は、短期大学を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の

学力を有すると認めた者（養成課程（研修教育の期間が２年のものに限る ）を卒業し。

た者を含む ）とする。。

② 研修教育の期間は１年又は２年とし、当該都道府県の農業事情等を考慮して定める。

③ 入学定員は、当該都道府県の農業事情等を考慮して定める。

（２）専攻区分の設置

当該都道府県の農業事情等に応じて、専攻区分を設ける。

（３）研修教育の方法

① 科目は、別表２を参考とする。

② 専攻科目の教授に当たっては、必要に応じて養成課程との合同学習、交換討議等を行

い、両課程の関連を保ちながら、研修教育の効果的な実施を図る。

③ 研究課程の履修時間、その時間の割合等

ア 履 修 時 間：年間1200時間以上又は40単位以上

イ 時間の割合：講義･実験･演習：おおむね50パーセント

実 習：おおむね50パーセント

ウ 単位の計算：養成課程の取扱に準ずる。

３ 研修課程

（１）研修教育の期間及び受講定員

① 研修教育の期間は、１年以内とし、研修の対象となる技術の内容、研修の実施体制等

に応じて、適切な期間を定める。

② 受講定員は、研修の対象となる技術の内容、研修の実施体制等を考慮して、研修教育

が効率的かつ効果的に行われる範囲において定める。

（２）研修教育の方法

① 教科は、別表３を参考とする。

② 経営環境の変化に対応しつつ、地域農業を担う先進的な経営体に発展し得る人材の育

成を目的とし、受講者の経営の発展段階、地域における役割、受講者のニーズ等を踏ま

えた体系的な研修教育を実施する。

（３）農業体験学習等の取組を推進する教員等に対する研修

消費者及び児童、生徒等の農業に対する理解の促進及び関心の醸成を図るため、農業体

験学習等の取組を推進する教員、指導者等を対象とした養成研修を実施する。

４ 養成課程と研究課程との統合
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期間に弾力性を持たせ一貫した研修教育を行う場合は、養成課程と研究課程を統合し、教

。 、 、育課程を設けることができる なお 学生の個性と能力に応じて多様な道を選択できるよう

教育課程を前期、後期に分割する。

５ 研修体制の整備

（１）農業者研修教育施設の長は、農業教育についての高度の識見及び農業・農村についての

豊富な知識を有する等その職にふさわしい者とし、実践的な研修教育を効果的に行うのに

必要な専任の指導職員の設置に努める。

（２）必要に応じ大学の教員、先導的な役割を担う農業者等を施設外から講師として招へいす

る。

６ 生産実習施設等の整備

生産実習施設、教育施設、宿泊施設、体育施設、演習・実験設備等については、別表４、

５及び６を参考として、実践的な研修教育を行うのに必要な規模を整備する。

７ 運営

（１）都道府県知事は、農業者研修教育施設の管理運営及び研修教育に関する規程を定める。

また、農業者研修教育施設は、毎年度研修教育計画を作成するものとする。

（２）都道府県知事は、研修教育が効率的かつ円滑に推進されるよう、普及指導員、試験研究

機関、教育機関等との連携について十分配慮するものとする。
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別表１ 養成課程の科目の参考

養成課程 教 科 研修教育の方法

教 養 科 目 農業者としての教養を高めるために必要な教科 講義、演習、実

技

農業経営、農業政策、農産物貿易と流通、海外農

業と食料、農業簿記、農業経営分析・設計、農業

情報処理、農業金融、農業協同組合、農村社会、

農業(生活)指導、農業法規、作物、園芸、畜産、

共通科目 生物工学、作物保護、土壌肥料、農薬、環境保全 講義、演習、実

と農業、有機農業、農業気象、農業機械利用、農 験、実習

専 業機械整備、農業土木と水利、農村生活環境、労

働科学、農村社会福祉、生活経営、食生活、消費

者ニーズとマーケティング、マネージメント論、

組織論、経営戦略論、負債再建論、企業経営論、

食の安全・安心、食育、地域計画、農業法人、地

門 域営農組織、アグリビジネス、農村景観、生活設

計と経営、農村計画、情報処理、家族論、労働衛

生、農業労働と法制度、農業労働、経営移譲と家

族経営協定、栄養（公衆栄養を含む。）、農産物

加工・貯蔵、食品衛生、消費者保護、農村環境、

科 余暇活動とグリーン・ツーリズム、卒業論文

農産 １ 共通 専攻科目ごとに

育種と採種、植物生理、土壌と施肥設計、病 共通の教科につ

専 害虫と防除計画 いては講義、演

目 ２ 専攻 習、実験とし、

(1) 水稲 専攻の教科につ

攻 稲作及び土地利用型農業経営、水稲栽培、稲 いては講義、演

作機械施設利用、米の流通 習、実験、実習

(2) 畑(工芸)作物 （先進農業者等

科 畑(工芸)作物経営､畑(工芸)作物栽培、畑(工 体験学習を含む

芸）作物機械施設利用、畑(工芸)作物流通加 ｡)とする。

工

目 園芸 １ 共通

育種と採種、植物生理、土壌と施肥設計、病
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養成課程の専門
養成課程の

区分又は研究課 施 設 設 備 ・ 装 置 ・ 機 械
専攻コース

程の専攻区分

酪 農 牛舎、搾乳室、 ミルカー、カッター、サイレージ取

牛乳処理室、飼 出機､トラクター及び付属作業機(プ

料調製室､乾燥･ ラウ、ロータリー、ブロードキャス

敷料庫、管理実 ター、ピックアップワゴン又はロー

験室、サイロ、 ドワゴン、コーンプランター、ライ

飼料タンク、給 ムソワー､ハロー、ドリルシーダー､

水施設､放牧柵､ スプレヤー、尿散布機、ヘイテッダ

糞尿処理施設、 ー、サイドレーキ、フォレージハー

カーフハッチ、 ベスター、フォレージブロアー、モ

薬浴槽等 アーコンディショナー、ベーラー、

ベールラッパー、マニュアスプレッ

ダー、フロントローダー、トレーラ

ー等)､バルククーラー､飼料配合機､

ミルクメーター、除角機、バーンク

リーナー、牛衡機、飼料計量機、自

動給餌機、削蹄器具、発電機、ダス

トバック、トラック等

畜 産

肉 牛 牛舎、カーフハ トラクター及び付属作業機(プラウ､

ッチ、飼料調製 ロータリー、ブロードキャスター、

室、乾燥・敷料 ピックアップワゴン又はロードワゴ

庫､管理実験室､ ン、コーンプランター、ライムソワ

サイロ、飼料タ ー、ヘイテッダー、サイドレーキ、

ンク､給水施設､ ハロー、ドリルシーダー、スプレヤ

放牧柵、糞尿処 ー、尿散布機、フォレージハーベス

理施設、薬浴槽 ター、ヘイコンディショナー、ベー

等 ラー、ベールラッパー、マニュアス

プレッダー、フロントローダー、ト

レーラー等)､カッター､飼料配合機､

バーンクリーナー、牛衡機、飼料計

量機、自動給餌機、スキャナー、去

勢機、除角機、削蹄器具、ダストバ

ック、トラック等
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養成課程の専門
養成課程の

区分又は研究課 施 設 設 備 ・ 装 置 ・ 機 械
専攻コース

程の専攻区分

養 豚 肥育豚舎、繁殖 自動給餌機、不断給餌機、バーンク

豚舎、育成豚 リーナー、スチームクリーナー、飼

舎、分娩豚舎、 料配合機、自動飼料かくはん機、自

飼料調製室、管 動秤量機、子豚用保温機、ウォター

理実験室、飼料 カップ、噴霧装置、スキャナー、ケ

タンク、給水施 ージ、分娩ユニット、スクレッパ

設、燃料タン ー、豚衡機、トラック等

ク、糞尿処理施

設、消毒槽等

養 鶏 採卵用鶏舎、育 自動給餌機、ふ卵器、育雛器、集卵

雛舎、ブロイラ 機、選卵機、卵質検査器具、エッグ

畜 産 ー用鶏舎、飼料 クリーナー、鶏糞乾燥機、動力噴霧

調製室、鶏糞処 機、自動送風機、飼料配合機、自動

理施設、管理実 飼料かくはん機、自動給水装置、ト

験室、消毒槽等 ラブル報知機､噴霧装置、換気装置､

除糞機、点灯管理装置、発電機、コ

ンテナかご等自動洗浄消毒機、デビ

ーカー、トラクター、トラック等

生活経営管理実 身体用測定機器、労働負担測定機器

習室、労働衛生 (心拍計、皮膚温測定機､フリッカー

管理実習室等 値測定機、エルゴメーター等)､作業

環境測定機器（照度計、輝度計等)､

製図用具セット、作業台等

そ の 他 食品加工室、景 農産加工用セントラルキッチン設備

観形成実習室、 ・器具、製粉機、搾汁機、缶詰機械

ファームスティ 等加工用機械､真空包装機､高圧減菌

実習室等 機、修景シミュレーションシステム

一式（専用パソコンシステム等)､接

客用シミュレーションシステム一式

(ベッド、家具等)、製図用具セッ

ト、大工道具セット、作業台等
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別表５ 教育施設、宿泊施設及び体育施設

１. 教育施設

（養成課程及び研究課程）

区 分 施 設 種 類 規 模

普 通 教 室① 大 教 室

小 教 室 800㎡

演 習 室

視 聴 覚 教 室 ② 160㎡

生物生理実験室

病害虫実験室

実 験 室 ③ 農芸化学実験室 650㎡

畜産実験室

教育施設

生活経営管理実習室

労働衛生管理実習室

実 習 室 食品加工室 500㎡

景観形成実習室

ファームスティ実習室

展 示 室 ⑤ 130㎡

図 書 室 ⑥ 150㎡

指 導 職 員 研 究 室 ・ 事 務 室 ⑦ 470㎡

そ の 他 (廊下等) ①から⑦までの面積の25％

現場教育 現 場 教 室
90㎡

施 設 準 備 室

注）１ 施設は、学生160人を対象としたものである。

２ 現場教育施設は、１専攻コース当たりの基準である。

（研修課程）

区 分 施 設 種 類 規 模

大 教 室
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普 通 教 室① 小 教 室 300㎡

演 習 室

実 験 室 75㎡
教育施設

展 示 室 70㎡

図 書 室 70㎡

講 師 控 室 ・ 事 務 室 60㎡

そ の 他 (廊下等) 140㎡

注）施設は、学生50人を対象としたものである。

２. 宿泊施設

（養成課程）

区 分 施 設 種 類 規 模

居 室

浴 室

談 話 室

宿泊施設 寮 洗 面 所 2,880㎡

食 堂

厨 房

そ の 他

注）施設は、学生160人を対象としたものである。

（研究課程及び研修課程）

区 分 施 設 種 類 規 模

居 室

浴 室

談 話 室
宿泊施設 寄 宿 舎 750㎡

洗 面 所

食 堂

そ の 他

注）施設は、学生及び研修生50人を対象としたものである。

３. 体育施設

区 分 施 設 規 模

体 育 館 1,060㎡
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体 育 施 設
運 動 場

別表６ 演習・実験設備

区 分 実 験 機 器

実体･解剖･位相差等顕微鏡(顕微鏡用具一式、顕微鏡照明装置､

顕微鏡写真撮影装置、写真機)、定温機、恒温機、湯煎器、滅

菌機、乾燥器、加熱器、振とう機、真空ポンプ、オートクレー

共 通 ブ、純水･蒸留水等製造機、遠心分離機、冷蔵庫､計算機、ＰＨ

メーター、比重計、上皿天秤、直示天秤、赤外線水分計、映写

機､撮影機、ビデオ装置、現像機材一式、ステレオプレーヤー､

オーバーヘッドプロジェクター、パーソナルコンピューター、

薬品・器具庫等

無菌箱、電気炉、粉砕機、交配用具一式、Ｅｈメーター、ＥＣ

メーター、分光光度計、炎光光度計、テンションメーター、作

物根系調査器、発芽試験器、気象観測機器一式（自記温度計、
農 産 及 び 園 芸

自記湿度計、自記雨量計、自記日射計等)､照度計、糖度計・食

味計・葉色計等作物検査機器、化学分析実験機材･器具、病理･

生物解剖実験機材･器具、土壌分析実験機材･器具、ドラフト等

解剖台、無影灯、計重機、チェンブロック、大型冷蔵庫・冷凍

庫、解剖用具一式、家畜体尺測定器、電動のこぎり、電殺器、
畜 産

牛体模型、化学分析実験機材・器具、病理･生物解剖実験機材･

器具等




